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第１  趣旨 

さ と う き び増産基金事業の実施に当たっ ては、 さ と う き び増産基金事業実施要綱（ 平

成 25 年２ 月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水産事務次官依命通知。 以下「 要綱」 と い

う 。 ） に定めるも ののほか、 本要領に定めると こ ろ による。  

 

第２  対象事業 

１  さ と う き び自然災害被害対策事業                   別記１  

２  国内産糖自然災害影響緩和対策事業                 別記２  

３  かんし ょ 重要病害虫被害対策事業                   別記３  

 

第３  事業実施状況の報告 

１  事業実施主体は、 毎年度、 事業の実施状況について、 事業実施年度の翌年度の７ 月末

日までに、 別記様式第７ 号により 作成し 、 基金管理団体に報告し 、 併せて、 農林水産業・

食品産業の作業安全のための規範に係るチェ ッ ク シート を 提出するも のと する。  

２  基金管理団体は、 １ によ り 提出のあっ た事業実施状況報告を 取り まと め、 事業実施年

度の翌年度の９ 月末日までに、 地方農政局長（ 沖縄県にあっ ては内閣府沖縄総合事務局

長。 以下同じ 。 ） に報告するも のと する。  

 

第４  事業の評価 

１  事業評価の実施   

  事業実施主体は、 成果目標の達成状況について、 目標年度の翌年度の７ 月末日までに、

別記様式第８ 号により 自ら 評価を行い、 基金管理団体に報告するも のと する。  

２   基金管理団体による事業評価 

（ １ ） 点検評価 

ア 基金管理団体は、 １ の事業評価の報告を受けた場合には、 事業実施主体の事業評

価が成果目標の達成度及び成果目標の達成に向けて実施し た取組の内容に関し 適正

になさ れている かどう かについて評価を 行う も のと し 、 その結果、 事業評価が適切

になさ れていないと 判断さ れる場合には、原則と し て、当該事業実施主体に対し 、再



度適切に評価を 実施するよう 指導するも のと する。  

イ  基金管理団体は、 天災など外部的な要因によ り 、 事業実施計画で定めた方法では

事業評価が困難と 判断さ れる場合には、 評価方法を 変更し た上で事業評価を 実施す

るよう 事業実施主体を 指導するも のと する。  

ウ 基金管理団体から 評価方法を 変更し て評価を 行う よう 指導を 受けた事業実施主体

は、 変更し た方法で事業評価を 実施し 、 速やかに基金管理団体に報告するも のと す

る。  

（ ２ ） 総合評価 

基金管理団体は、（ １ ） の点検評価の実施に当たっ ては、 地域農業及び社会情勢の変

化を 踏まえ、 目標の達成度に加え、 事業実施計画の適正性等も 含めた総合的な評価を

行う も のと する。  

（ ３ ） 評価結果に基づく 指導等 

ア 基金管理団体は、（ １ ） のアの評価の結果、 成果目標が達成さ れていないと 判断さ

れる 場合には、 当該事業実施主体に対し 、 引き 続き 目標達成に取り 組むよう 指導す

ると と も に、 指導を 行っ てから １ か月以内に、 成果目標達成に向けた改善計画を 別

記様式第９ 号により 提出さ せるも のと する。  

イ  アにより 実施し た取組の評価については、１ 及び２ の（ １ ） のアに準じ て行う も の

と する。  

ウ 基金管理団体は、 ２ の（ １ ） のア及び（ ３ ） のイ の評価結果を地方農政局長に報告

する と と も に、 別紙様式第８ 号によ り 、 原則と し て事業評価を 行っ た年度に公表す

るも のと する。  

エ 基金管理団体は、（ ３ ） のアにより 事業実施主体を指導し た場合には、 その内容及

び改善計画の写し を地方農政局長に報告するも のと する。  

オ 国は、事業の実施効果等本事業の実施に必要な事項に関する調査を行う と と も に、

必要に応じ て、 その内容を 公表するこ と ができ るも のと する。  

 

第５  事務費 

要綱第５ の５ のただし 書の経費については、 別記４ に掲げる経費と する。  

 

第６  不正行為等に対する措置 

１  基金管理団体は、 事業実施主体の代表者、 理事、 職員等が、 本事業の実施等に関し て

不正な行為や不適切な手続等を し た場合又はその疑いがある 場合にあっ ては、 事前に地

方農政局長に協議の上、 当該不正行為等に関する 真相及び発生要因の解明を 行い、 事業

実施主体に対し て、 是正措置等適切な措置を講ずるよう 指導するも のと する。  

２  基金管理団体は、 事業実施主体が１ の規定によ る指導に基づく 是正措置等を講じ てい

ないと 判断さ れる 場合には、 事前に地方農政局長に協議の上、 事業実施計画の承認の取

消し や、既に交付さ れた助成金の一部又は全部の返還を求めるこ と ができ るも のと する。 

３  地方農政局長は、 不正行為等に関する報告を基金管理団体に求めるこ と ができ るも の

と し 、 情報等を 得た場合は、 農林水産省農産局長（ 以下、「 農産局長」 と いう 。 ） に対し 、

速やかに情報を共有すると と も に、 必要に応じ て協議するも のと する。  

 

第７  その他 

１  帳簿等の保管 

 基金管理団体は、 事業実施主体に対し 、 本事業の経理について、 本事業以外の経理と

明確に区分し た上で実施に係る書類、 収入及び支出に関する帳簿、 証拠書類等について、

事業の実施年度の翌年度から 起算し て５ 年間適切に整備保管さ せるも のと する。  

２  畑作物共済等の積極的活用 



 基金管理団体は、 事業実施主体に対し 、 事業の受益者等の経営の安定を図るため、 農

業共済組合等と 連携し 、 当該受益者等による農業経営収入保険、 畑作物共済その他の農

業関係の保険への積極的な加入を促す取組をするよう 指導するも のと する。  

３  労働安全の確保 

 基金管理団体は、 事業実施主体が、 作業従事者及び受益者と なる農業者等を 、 労働安

全に関する講習会等に参加さ せるよう 努めるも のと する。  

４  環境負荷低減に向けた取組  

 基金管理団体は、 事業実施主体に対し 、 受益者と なる農業者等に対し て、 別記様式 11

号の環境負荷低減のク ロスコ ンプラ イ アンスチェ ッ ク シート（ 以下「 チェ ッ ク シート 」 と

いう 。 ） を用いて、 事業実施期間中に取り 組む内容について確認さ せると と も に、 当該チ

ェ ッ ク シート を 提出さ せ、 事業実施計画の承認までにこ れをと り まと めるも のと する。  

なお、当該受益者が砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（ 昭和 40 年法律第 108 号）

第 19 条第１ 項の規定に基づく 甘味資源作物交付金又は第 33 条第１ 項の規定に基づく で

ん粉原料用いも 交付金の交付を受ける者であり 、 当該交付金の交付申請手続き において、

環境と 調和のと れた農業生産の実施状況に係る 点検シート を 提出し ている場合は、 その

報告をも っ てチェ ッ ク シート の提出に代えるこ と ができ るも のと する。  

 

 

附則 こ の通知は、 平成 26 年２ 月６ 日から 施行する。  

附則 こ の通知は、 平成 27 年４ 月１ 日から 施行する。  

附則 こ の通知は、 平成 29 年４ 月１ 日から 施行する。  

附則 こ の通知は、 平成 30 年４ 月１ 日から 施行する。  

附則 こ の通知は、 平成 31 年４ 月１ 日から 施行する。  

附則 

１  こ の通知は、 令和２ 年４ 月１ 日から 施行する。  

２  こ の通知によ る改正後の第４ の２ の規定については、 基金管理団体が特に必要と 認

める と き は、 こ の通知の施行日前に実施さ れた措置についても 適用するこ と ができ る

も のと する。  

附則 

１  こ の通知は、 令和２ 年 11 月 17 日から 施行する。  

２  こ の通知によ る改正前のさ と う き び増産基金事業実施要領の規定に基づき 行われた

事業の取扱いについては、 なお、 従前の例による。  

附則 

１  こ の通知は、 令和３ 年２ 月 26 日から 施行する。  

２  こ の通知によ る改正前のさ と う き び増産基金事業実施要領の規定に基づき 行われた

事業の取扱いについては、 なお、 従前の例による。  

附則 

１  こ の通知は、 令和３ 年 12 月 14 日から 施行する。  

２  こ の通知によ る改正前のさ と う き び増産基金事業実施要領の規定に基づき 行われた

事業の取扱いについては、 なお、 従前の例による。  

附則 

１  こ の通知は、 令和５ 年３ 月 16 日から 施行する。  

２  こ の通知によ る改正前のさ と う き び増産基金事業実施要領の規定に基づき 行われた

事業の取扱いについては、 なお、 従前の例による。  

 

附則 

１  こ の通知は、 令和６ 年３ 月 29 日から 施行する。  



２  こ の通知の改正前の要領の規定に基づいて実施し ている事業については、なお、従前

の例による。  

 



（ 別記３ ）  

 

かんし ょ 重要病害虫被害対策事業 

 

第１  かんし ょ 重要病害虫被害対策事業 

１  事業の内容 

（ １ ） 基金管理団体は、 次のア又はイ の地域において、 重要病害虫（ サツマイ モ基腐病

及び我が国において未発生であり 、 かつ、 かんし ょ 生産に重大な被害を 及ぼすこ と

が懸念さ れる病害虫。以下同じ 。） による被害に対応し た取組を実施するために必要

な経費を助成するも のと する。  

ア 病害虫防除所から 重要病害虫に係る発生予察注意報、 警報又は特殊報が発出さ

れた地域 

イ  重要病害虫による被害症状が公的機関によっ て確認さ れた地域 

（ ２ ） 本事業の対象と なる取組は、 対象と なる重要病害虫被害が発生・ 確認さ れた時点

以降に着手し たも のに限るこ と と する。  

（ ３ ） 本事業の対象と なる経費は次に掲げるも ののほか、 基金管理団体の所在する県が、

重要病害虫の防除対策と し て特に必要と 認める経費と する。  

ア （ １ ） のア又はイ の地域で、 かつ、 サツマイ モ基腐病の被害が発生し たほ場を有

する経営体を対象と し た取組 

（ ア） 当期作への対応と し て実施する 発生予察特殊報等で指定する薬剤の購入費及

び散布を 委託し た場合の委託費 

（ イ ） 次期作への対策と し て実施する以下の経費 

ア） 不足する種いも の他地域から の輸送費 

イ ） 苗・ 苗床殺菌用資材の購入費 

ウ） 罹病判定のための検査費用 

イ  被害が著し いほ場を 対象と し た取組 

次期作への対策と し て実施する以下の経費 

（ ア） 土壌消毒剤の購入費 

（ イ ） マルチ（ 土壌消毒に使用するも の。 生分解性マルチを除く 。 ） の購入費 

（ ウ） 堆肥の購入費及び散布を委託し た場合の委託費 

（ エ） ウイ ルスフ リ ー苗及び種いも の購入費 

（ オ） 他作物への転換に要する経費 

（ ４ ） （ ３ ） のイ の事業の対象と なる被害が著し いほ場と は、 ほ場ごと に、 被害が発生し

ていない直近の年産の 10 アール当たり 収量を分母と し 、 被害が発生し た年産の 10

アール当たり 収量を分子と し て計算さ れた被害率が 30％以上のほ場と し 、 次に掲げ

る計算式により 算定するも のと する。  

・ サツ マイ モ基腐病の被害が発生し ていない直近の年産の単位面積当たり 収量

（ Ａ ） ： 経営体ごと のかんし ょ 総出荷量（ 全ての用途） を かんし ょ 総作付面積で



除し た単位面積当たり 収量 

・ 本年産の単位面積当たり 収量（ Ｂ ） ： サツ マイ モ基腐病が発生し たかんし ょ ほ場

の総出荷量（ 全ての用途） を 当該ほ場のかんし ょ 総作付面積で除し た単位面積当

たり 収量 

・ 対象ほ場： １ －（ Ｂ ÷Ａ ） ＝０ ． ３ 以上 

※Ｂ から 算出さ れる被害割合は、ほ場ごと に算定するこ と を基本と するが、ほ場ご

と の算定が困難な場合については、 経営体全体での算定も 可と する。  

（ ５ ） 次期作への取組については、（ ３ ） のイ の（ オ） を 除き 、 次期作においてかんし ょ

の作付を行わない場合は、 補助の対象外と する。  

（ ６ ） 自家労賃は補助の対象外と する。  

（ ７ ） 過去に、 国庫補助事業により 、 本事業における被害が著し いほ場を対象と し た取

組と 同等の取組を 活用し てかんし ょ を 栽培し た結果、 30％以上の被害が継続し て発

生し たほ場については、 （ ３ ） のイ の（ オ） に限り 対象にでき るも のと する。  

２  令和５ 年産においてサツマイ モ基腐病が発生し たほ場を 対象と し た支援は、 第２ に

定めると こ ろ によるも のと する。  

 

第２  令和５ 年産においてサツマイ モ基腐病が発生し たほ場を 対象と し た次期作支援対策

事業 

１  事業の内容 

（ １ ） 基金管理団体は、 次のア又はイ の地域において、 令和５ 年産においてサツマイ モ

基腐病が発生し たほ場を 有する 経営体に限り 、 次期作に向けて被害に対応し た取組

を実施するために必要な経費を助成するも のと する。  

ア 病害虫防除所から 重要病害虫に係る発生予察注意報、 警報又は特殊報が発出さ

れた地域 

イ  重要病害虫による被害症状が公的機関によっ て確認さ れた地域 

（ ２ ） 本事業の対象と なる取組は、 対象と なる重要病害虫被害が発生・ 確認さ れた時点

以降に着手し たも のに限るこ と と する。  

（ ３ ） 本事業の対象と なる経費は次に掲げる経費と する。  

ア （ １ ） のア又はイ の地域で、 かつ、 サツマイ モ基腐病の被害が発生し たほ場を有

する経営体を対象と し た取組 

 次期作への対策と し て実施する以下の経費 

（ ア） サツ マイ モ基腐病に感染し たほ場における次期作についての当該病害の蔓延

リ スク を 最小限に抑えるため、当該病害に感染し たつる、塊根その他の残渣を処

理するための処理場所までの輸送費及び処理費。なお、処理費には腐熟促進剤の

購入費を 含む。  

（ イ ） ウイ ルスフ リ ー苗（ ウイ ルスフ リ ー苗から 増殖さ れた苗を 含む。 ） 及びサツマ

イ モ基腐病に罹病し ていない種いも の購入費（ 補助の対象と なる 種いも の購入

量は、 作付面積 10 アールに対し て 80 キログラ ム、 価格はキログラ ム当たり 270



円を 上限と する。 ） 及び他地域から の輸送費 

（ ウ） 健全なかんし ょ 苗を 生産する こ と を 目的と し て、 当該苗及び苗床を 消毒する

ために必要な薬剤等の購入費 

（ エ） 次期作に使用する種いも 及び苗がサツマイ モ基腐病に感染し ていないこ と を

確認するための検査費用 

（ オ） かんし ょ の梅雨明け後の栽培期間の短縮を 目的に、 令和６ 年３ 月 15 日までに

植付けを 行う 早期栽培に必要なト ンネル用資材の購入費 

（ カ ） サツ マイ モ基腐病に対する防除の効果がある と し て農薬登録さ れた薬剤の購

入費及び散布を 委託し た場合の委託費 

（ キ） 堆肥の購入費及び散布を委託し た場合の委託費 

イ  被害が著し いほ場を 対象と し た取組 

  次期作への対策と し て実施する以下の経費 

（ ア） 土壌消毒剤（ 殺センチュ ウ剤を除く 。 ） の購入費 

（ イ ） 土壌消毒に使用する被覆資材（ 生分解性マルチを 除く 。 ） の購入費 

（ ウ） 著し い被害が出た年産の翌年に被害発生ほ場においてかんし ょ 以外の作物を

栽培し 、サツマイ モ基腐病菌の密度を低減する取組（ かんし ょ の再作付けを 目的

と するも のに限る。 ） に要する経費 

ウ 継続栽培の取組 

 令和５ 年産においてサツマイ モ基腐病の被害が発生し たほ場を 耕作する農業者

が、令和６ 年産におけるサツマイ モ基腐病の対策を 行いつつ、当該農業者が保有等

する農地において令和６ 年産のかんし ょ 作付を継続するために要する経費 

（ ４ ） （ ３ ） のイ の事業の対象と なる被害が著し いほ場と は、 ほ場ごと に、 被害が発生し

ていない直近の年産の 10 アール当たり 収量を 分母と し 、 令和５ 年産の 10 アール当

たり 収量を 分子と し て計算さ れた被害率が 30％以上のほ場と し 、 次に掲げる計算式

により 算定するも のと する。  

・ サツ マイ モ基腐病の被害が発生し ていない直近の年産の単位面積当たり 収量

（ Ａ ） ： 経営体ごと のかんし ょ 総出荷量（ 全ての用途） を かんし ょ 総作付面積で

除し た単位面積当たり 収量 

・ 令和５ 年産の単位面積当たり 収量（ Ｂ ） ： サツマイ モ基腐病が発生し たかんし ょ

ほ場の総出荷量（ 全ての用途） を当該ほ場のかんし ょ 総作付面積で除し た単位面

積当たり 収量 

・ 対象ほ場： １ －（ Ｂ ÷Ａ ） ＝０ ． ３ 以上 

※Ｂ から 算出さ れる被害割合は、ほ場ごと に算定するこ と を基本と するが、ほ場ご

と の算定が困難な場合については、 経営体全体での算定も 可と する。  

（ ５ ） 次期作への取組については、（ ３ ） のイ の（ ウ） を 除き 、 次期作においてかんし ょ

の作付を行わない場合は、 補助の対象外と する。  

（ ６ ） 自家労賃は補助の対象外と する。  

（ ７ ） （ ３ ） のアの（ ア） については、 ほ場残渣と 分別し たポリ マルチに係る費用は補助



の対象外と する。  

（ ８ ） 過去に、 国庫補助事業により 、（ ３ ） のイ と 同等の取組を活用し てかんし ょ を 栽培

し た結果、 30％以上の被害が継続し て発生し たほ場については、 令和６ 年産に限り

（ ３ ） のイ の取組を再度実施するこ と ができ るも のと する。  

（ ９ ） （ ３ ） のウに取り 組むこ と ができ る農業者は、 以下のと おり と する。  

ア 令和５ 年産における被害発生ほ場の割合がかんし ょ 作付面積全体の５ 割以上の

県又は市町村において作付を 行っ ているも の。  

イ  第２ の１ の（ ３ ） のアのいずれかの取組及び枕畝の廃止等排水対策を 必ず実施

（ 自己資金による取組を含む。 ） し 、 令和６ 年産の作付を 行う も の。  

ウ 加工業者等と の植付前の出荷契約を 締結するも の。  

エ 収入保険に加入し ているも の又は共済組合等と 連携し て農業者への個別説明に

よる収入保険の加入促進を 行う 市町村・ 農協等の管内に所在し 、収入保険に関する

説明を 受けた旨の確認書を 別記様式第 10 号別添により 作成し 事業実施主体に提出

するも の。  

 

第３  事務手続 

１  事業計画 

（ １ ） 基金管理団体は、 要綱第６ の１ の規定に基づき 、 必要に応じ て関係者から 意見を

聴き 、別記様式第１ 号により 事業計画を 作成し 、地方農政局長に提出し て、その承認

を受けるも のと する。  

（ ２ ） 事業計画においては、 次に掲げる事項を 定めるも のと する。  

ア 事業内容 

（ ア） 支援する取組の内容 

（ イ ） 事業実施主体名 

（ ウ） 対象地域 

（ エ） 支援する取組の内容ごと の事業費 

（ オ） 事業の実施に係る事務に要する経費 

イ  事業費及び負担区分 

ウ 収支予算 

（ ３ ） 事業計画の承認 

地方農政局長は、（ １ ） により 提出さ れた事業計画について、 審査の結果、 適切で

ある と 認める場合に承認するも のと し 、 別記様式第２ 号により その旨を 基金管理団

体に通知するも のと する。  

（ ４ ） 要綱第６ の３ の事業計画の重要な変更は、 次のと おり と し 、 重要な変更に係る手

続は（ １ ） に準じ て行う も のと する。  

ア 事業の中止又は廃止 

イ  事業実施主体の変更 

ウ 事業費の３ 割を超える増減 



エ 対象地域の変更 

オ 支援する取組の追加及び改廃 

２  事業実施計画 

（ １ ） 事業実施主体は、 地方農政局長が承認し た事業計画に基づき 、 別記様式第３ 号に

より 事業実施計画を 作成し 、 基金管理団体に提出し て、 その承認を 受ける も のと す

る。なお、基金管理団体が事業実施主体と なる場合には、地方農政局長の承認を 受け

るも のと する。  

（ ２ ） 事業実施計画においては、 次に掲げる事項を定めるも のと する。  

ア 事業実施主体名 

イ  事業実施地区 

ウ 事業実施年度 

エ 成果目標 

オ 事業内容 

（ ア） 取組内容 

（ イ ） 取組規模 

（ ウ） 事業費及び負担区分 

カ  収支予算 

キ 協力体制 

（ ３ ） 事業実施計画の承認 

ア 基金管理団体は、 要綱別表の採択要件を全て満たす場合に限り 、 別記様式第６

号により 要綱第６ の４ の事業実施計画の承認を行う も のと する。  

イ  基金管理団体は、 事業実施計画の承認を行おう と する と き は、 別記様式第４ 号

により あら かじ め地方農政局長と 協議するも のと する。  

ウ 地方農政局長は、イ により 協議を受けたと き は、事業内容、成果目標等が妥当で

あるかについて検討を 行い、 別記様式第５ 号により 回答するこ と と する。  

（ ４ ） 要綱第６ の４ の（ ３ ） の事業実施計画の重要な変更は、 次に掲げるも のと し 、 重要

な変更に係る手続は、 （ １ ） に準じ て行う も のと する。  

ア 事業の中止又は廃止 

イ  事業実施主体の変更 

ウ 事業費の３ 割を超える増減 

エ 事業実施地区の変更 

オ 成果目標の変更 

３  確認書の提出 

事業実施主体は、 第２ の１ の（ ９ ） のエにより 収入保険に関する説明を 受けた農業

者から 提出さ れた確認書の写し を、別記様式第 10 号に添付し て基金管理団体経由で地

方農政局長に提出するも のと する。  

 

第４  事業の成果目標 



１  成果目標は、 次に掲げる目標から １ つを選択するも のと する。  

（ １ ） 重要病害虫が発生し たほ場の 10ａ 当たり 収量を 10％以上増加 

（ ２ ） 重要病害虫が発生し たほ場面積の割合を 10 ポイ ント 以上削減 

２  目標年度は、 事業の対象と なるかんし ょ が収穫さ れる年度と する。 なお、 第１ の１

の（ ３ ） のイ の（ オ） 及び第２ の１ の（ ３ ） のイ の（ ウ） については、 再作付けさ れた

かんし ょ が収穫さ れる年度と する。  

 

第５  助成 

１  補助対象経費 

補助対象経費は、 第１ の１ の（ ３ ） のイ の（ オ） 、 第２ の１ の（ ３ ） のイ の（ ウ） 及

び第２ の１ の（ ３ ） のウを 除き 、 事業実施主体が本事業の実施に直接要する 経費と し

て別記４ に掲げる も のであっ て本事業の対象と し て明確に区分でき る も ので、 かつ証

拠書類によっ て金額等が確認でき るも のと する。 また、 その経理に当たっ ては、 別記

４ の費目ごと に整理する と と も に他の事業等の会計と 区分し て経理を 行う こ と と す

る。  

なお、 資材の共同購入については、 購入伝票の確認を も っ て事業を 実施し たも のと

見なすこ と と する。  

２  補助率 

要綱別表の補助率等の欄の定額は、 第１ の１ の（ ３ ） のイ の（ オ） 及び第２ の１ の

（ ３ ） のイ の（ ウ） については 10 アール当たり 30, 000 円、 第２ の１ の（ ３ ） のウに

ついては、 令和５ 年産においてサツマイ モ基腐病の被害が発生し たほ場のう ち、 同年

産の 10 アール当たり 収量が、被害が発生し ていない直近の年産に比べ３ 割以上減少し

たほ場については 10 アール当たり 20, 000 円、 ３ 割未満の減少にと どまっ たほ場につ

いては 10 アール当たり 10, 000 円と する。 なお、 対象と なるほ場面積は、 令和５ 年産

の被害発生面積と 加工業者等と 植付前に出荷を 契約し た面積のいずれか小さ い面積と

する。  

３  次の取組は、 本事業の対象と し ない。  

（ １ ） 事業実施主体の自己資金又は他の助成によ り 実施中の取組又は既に完了し ている

取組 

（ ２ ） 学校、 試験研究機関等公的機関が作付けし ているかんし ょ を対象と する取組 

（ ３ ） 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律（ 昭和 40 年法律第 109 号） 第 33 条の規

定に基づく でん粉原料用いも 交付金への上乗せ等収入の単なる補てんに当たる取組 

（ ４ ） 不動産、 船舶、 飛行機、 １ 件当たり の取得価格が 50 万円以上の機械及び器具等財

産を 取得する取組 

 

第６  知的財産権の帰属等 

本事業を 実施するこ と によ り 知的財産権（ 特許権、 実用新案権、 意匠権、 プログラ ム

やデータ ベース等の著作物の著作権、 品種登録を 受ける地位及び育成者権等） が発生し



た場合、 その知的財産は事業実施主体に帰属する も のと する 。 ただし 、 知的財産権の帰

属に関し 、 次に掲げる条件を 遵守するこ と と する。  

１  本事業により 成果が得ら れ、 知的財産権の権利の出願、 取得を 行っ た場合には、 遅

滞なく 国に報告するこ と 。  

２  国が公共の利益等を 目的と し て当該知的財産権の利用を 事業実施主体等に求める場

合には、 無償で、 知的財産権の利用を国に許諾するこ と 。  

３  本事業実施期間中及び本事業終了後５ 年間において、 事業実施主体及び事業の一部

を 受託する団体は、 本事業の成果である知的財産権について、 国以外の第三者に譲渡

又は利用許諾をする場合には、 事前に国と 協議し て承認を 得るこ と 。  

 

第７  収益状況の報告及び収益納付 

本事業終了後５ 年間において、 知的財産権に伴う 収益が生じ た場合は、 毎年度収益の

状況を 国に報告するこ と と し 、 相当の収益を 得たと 認めら れた場合には、 交付を 受けた

補助金の額を 限度と し て、 交付し た補助金の全部又は一部に相当する金額を 国に納付す

るも のと する。  



（別記４）

補助対象経費

基金管理団体の事務費及び事業実施主体がさとうきび自然災害被害対策事業及びかん

しょ重要病害虫被害対策事業に要する経費は、次の費目ごとに整理することとする。

費目 細目 内容 注意点

備品費 事業を実施するために ・取得単価が50万円以上の機

直接必要な備品の経費 器及び器具については、見

（リース・レンタルを 積書（原則３社以上、該当

行うことが困難な場合に する設備備品を１社しか扱

限る。） っていない場合を除く）や

カタログ等を添付するこ

と。

・耐用年数が経過するまで

は、事業実施主体による

善良なる管理者の注意義

務をもって当該備品を管

理する体制が整っている

こと。

・当該備品を別の者に使用

させる場合は、使用・管

理についての契約を交わ

すこと。

事業費 会場借料 事業を実施するために

直接必要な会議等を開催

する場合の会場費として

支払われる経費

通信運搬費 事業を実施するために ・切手は物品受払簿で管理

直接必要な郵便代、運送 すること。

代、電話などの通信料等

の経費

借上費 事業を実施するために

直接必要な実験機器、事

務機器、ほ場等の借り上

げ経費



印刷製本費 事業を実施するために

直接必要な資料等の印刷

費の経費

資料購入費 事業を実施するために ・新聞、定期刊行物等、広

直接必要な図書、参考文 く一般に定期購読されて

献の購入経費 いるものは除く。

原材料費 事業を実施するために ・原材料は物品受払簿で管

直接必要な試作品の開発 理すること。

や試験等に必要な原材料

の購入経費

消耗品費 事業を実施するために ・消耗品は物品受払簿で管

直接必要な以下の経費 理すること。

・短期間（補助事業実施

期間内）又は一度の使

用によって消費されそ

の効用を失う少額（３

万円未満）な物品の購

入経費

・ＣＤ－ＲＯＭ等の少額

（３万円未満）な記録

媒体

・試験等に用いる少額

（３万円未満）な器具

等

旅費 委員旅費 事業を実施するために

直接必要な会議の出席又

は技術指導等を行うため

の旅費として、依頼した

専門家に支払う経費

調査旅費 事業を実施するために

直接必要な事業実施主体

が行う資料収集、各種調

査、打合せ、成果発表等

の実施に必要な経費



謝金 事業を実施するために ・謝金の単価の設定根拠と

直接必要な資料整理、補 なる資料を添付するこ

助、専門的知識の提供、 と。

資料の収集等について協 ・事業実施主体の代表者及

力を得た人に対する謝礼 び事業実施主体に従事す

に必要な経費 る者に対する謝金は認め

ない。

賃金 事業を実施するために ・雇用通知書等により本事業

直接必要な業務を目的と にて従事したことを明らか

して、本事業を実施する にすること。

民間団体が雇用した者に ・補助事業従事者別の出勤簿

対して支払う実働に応じ 及び作業日誌を整備するこ

た対価（日給又は時間 と。

給）の経費

委託費 本事業の交付目的たる ・委託を行うに当たって

事業の一部分（例えば、 は、第三者に委託するこ

事業の成果の一部を構成 とが必要かつ合理的・効

する調査の実施、取りま 果的な業務に限り実施で

とめ等）を他の者（応募 きるものとする。

団体が民間企業の場合、 ・補助金の額の50％未満と

自社を含む。）に委託す すること。

るために必要な経費 ・事業そのもの又は事業の

根幹を成す業務の委託は

認めない。

・民間企業内部で社内発注

を行う場合は、利潤を除

外した実費弁済の経費に

限る。

役務費 事業を実施するために

直接必要かつ、それだけ

では本事業の成果とはな

らない分析、試験、加工

等を専ら行う経費

雑役務費 手数料 事業を実施するために

直接必要な謝金等の振込

手数料



印紙代 事業を実施するために

直接必要な委託の契約書

に貼付する印紙の経費

社会保険料 事業を実施するために直

接雇用した者に支払う社会

保険料の事業主負担分の経

費

通勤費 事業を実施するために直

接雇用した者に支払う通勤

手当等の経費

上記の経費であっても以下の場合にあっては認めないものとする。

１．本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合

２．補助事業の有無にかかわらず事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及

びリース・レンタルの場合



別記様式第１号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   地方農政局長 殿 

 沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務 

 局長 

                                            基金管理団体名 

                                            代 表 者 氏 名      

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業 

国内産糖自然災害影響緩和対策事業   の事業計画の（変更）承認申請に 

かんしょ重要病害虫被害対策事業     ついて 

 

 

さとうきび増産基金事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水

産事務次官依命通知）第６の２（又は３）の規定により別添※のとおり（変更）承認申

請する。 

 

 

 

 ※ さとうきび自然災害被害対策事業は別添１、国内産糖自然災害影響緩和対策事業

は別添２、かんしょ重要病害虫被害対策事業は別添３をそれぞれ添付すること。 

 



別
記

様
式

第
１

号
別

添
１

さ
と

う
き

び
増

産
基

金
事

業
の

う
ち

さ
と

う
き

び
自

然
災

害
被

害
対

策
事

業

事
業

計
画

書

事
業

実
施

期
間

○
年

度

基
金

管
理

団
体

名
：

○
○

協
会



第
１

　
事

業
の

目
的

第
２

　
事

業
を

実
施

す
る

地
域

の
区

分

（
注

）
1
　

適
宜

欄
を

追
加

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

　
　

　
2
　

備
考

欄
に

は
、

対
策

の
発

動
要

件
へ

の
該

当
を

判
断

す
る

地
点

が
、

市
町

村
欄

に
含

ま
れ

て
い

な
い

場
合

に
、

当
該

地
点

の
名

称
等

に
つ

い
て

記
載

す
る
。

地
域

名
市

町
村

名
備

考

1



第
３

　
取

組
内

容

（
注

）
　

適
宜

欄
を

追
加

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

対
象

作
物

取
組

項
目

具
体

的
な

取
組

内
容

事
業

実
施

主
体

支
援

水
準

（
補

助
率

）
備

考

さ
と

う
き

び
【

干
ば

つ
発

生
時

の
応

急
対

策
・

被
害

軽
減

対
策
】

【
台

風
襲

来
時

の
応
急

対
策

・
被

害
軽

減
対

策
】

【
病

害
虫

発
生

時
の
応

急
対

策
・

被
害

軽
減

対
策
】

【
自

然
災

害
被

害
か
ら

の
回

復
対

策
】

【
低

糖
度

被
害

か
ら
の

回
復

対
策

】

2



第
４

　
取

組
内

容
ご

と
の

事
業

費
等

（
単

位
：

千
円

）

（
注

）
1
　

適
宜

欄
を

追
加

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

　
　

　
2
　

事
務

に
要

す
る

経
費

（
基

金
管

理
団

体
）

に
は

、
要

綱
第

５
の

６
の

業
務

方
法

書
の

使
途

別
に

記
載

す
る

こ
と

。

　
　

　
3
　

備
考

欄
に

は
想

定
し

て
い

る
被

害
規

模
等

を
記

載
す

る
こ

と
。

対
象

作
物

名
取

組
項

目
事

業
費

積
算

根
拠

（
単

価
×

数
量

等
）

備
考

う
ち

国
費

さ
と

う
き

び

小
　

　
計

合
　

　
計

事
務

に
要

す
る

経
費

（
基

金
管

理
団

体
）

3



第
５

　
経

費
の

配
分

及
び

負
担

区
分

第
６

　
収

支
予

算
（

又
は

精
算

）

（
１

）
収

入
の

部

基
金

　
国

庫
助

成
金

　
国

庫
助

成
金

以
外

そ
の

他

（
２

）
支

出
の

部

さ
と

う
き

び
自

然
災
害

被
害

対
策

事
業

事
　

業
　

名
総

　
事

　
業

　
費

（
Ａ

＋
Ｂ

＋
Ｃ

）

負
担

区
分

備
考

基
金

（
Ａ

）
事

業
実

施
主

体
（

Ｂ
）

そ
の

他
（

Ｃ
）

円
円

　
円

（
注

）
１

　
「

備
考

」
の

欄
に

は
、

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

○
円

う
ち

国
費

○
○

○
円

」
を

、
同

税
額

が
な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し

」
と

、
　

　
　

　
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
記

入
す

る
こ

と
。

（
注

）
２

　
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
補

助
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

金
額

を
（

C）
に

記
載

し
、

具
体

的
な

内
容

を
「

備
考

」
の

欄
に

記
入

す
る

こ
と

。

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

合
　

　
　

計

円
円

合
　

　
　

計

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

合
　

　
　

計

円
円

4



別
記

様
式

第
１

号
別

添
２

基
金

管
理

団
体

名
：

○
○

協
会

さ
と

う
き

び
増

産
基

金
事

業
の

う
ち

国
内

産
糖

自
然

災
害

影
響

緩
和

対
策

事
業

事
業

計
画

書

事
業

実
施

期
間

○
年

度

0



第
１

　
事

業
の

目
的

第
２

　
事

業
内

容

１
　

事
業

の
概

要
及

び
実

施
方
針

２
　

事
業

費
及

び
負

担
区

分

３
　

事
業

費
の

設
定

の
考

え
方

　
（

注
）

１
　

「
備

考
」

の
欄

に
は

、
仕

入
れ

に
係

る
消

費
税

相
当

額
に

つ
い

て
、

こ
れ

を
減

額
し

た
場

合
に

は
「

除
税

額
○

○
○

円
う

ち
国

費
○

○
○

円
」

を
、

同
税

額
が

な
い

場
合

に
は

「
該

当
な

し
」

　
　

　
　

　
と

、
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
記

入
す

る
こ

と
。

　
　

　
　

２
　

国
庫

補
助

金
以

外
か

ら
基

金
へ

の
拠

出
が

あ
っ

た
場

合
や

、
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
補

助
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

金
額

を
（

B）
に

記
載

し
、
具

体
的

な
内

容
を

「
備

考
」

の
欄

　
　

　
　

　
に

記
入

す
る

こ
と

。

平
成

　
年

度

（
例

）
　

事
業

実
施

主
体

が
、

干
ば

つ
、

台
風

等
の

気
象

災
害

に
よ

り
、

産
糖

量
が

平
年

水
準

（
過

去
７

年
中

庸
５

年
平

均
）

よ
り

10
％

以
上

減
少

し
た

場
合

、
又

は
減

少
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
場

合
に

、
製

造
コ

ス
ト

の
上

昇
額

の
10
分

の
８

に
相

当
す

る
額

を
限

度
と

し
て

、
製

糖
関

連
設

備
の

機
能

強
化

に
要

す
る

経
費

を
助

成
す

る
。

（
注

）
　

事
業

実
施

地
区

及
び

整
備

す
る

設
備

に
つ

い
て

具
体

的
に

記
載

す
る

こ
と

。

年
度

事
　

業
　

費
（

Ａ
＋

Ｂ
＋

Ｃ
）

負
　

担
　

区
　

分
備

　
　

考
基

金
（

Ａ
）

事
業

実
施

主
体

（
Ｂ

）
そ

の
他

（
Ｃ

）

1



第
３

　
収

支
予

算

１
　

収
入

の
部

（
１

）
基

金

　
　

①
　

国
庫

助
成

金

　
　

②
　

国
庫

助
成

金
以

外

（
２

）
そ

の
他

２
　

支
出

の
部

合
　

　
　

計
（

注
）

　
事

務
に

要
す

る
経

費
（

基
金

管
理

団
体

）
に

は
、

要
綱

第
５

の
６

の
業

務
方

法
書

の
使

途
別

の
年

度
別

、
負

担
区

分
別

の
金

額
及

び
そ

の
積

算
根

拠
を

記
載
し

た
書

類
を

添
付

す
る

こ
と

。

円
円

合
　

　
　

計

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

円
円

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

2



別
記

様
式

第
１

号
別

添
３

－
１

 
（

別
記

３
の

第
１

の
事

業
を

実
施

す
る

場
合

）

さ
と

う
き

び
増

産
基

金
事

業
の

う
ち

か
ん

し
ょ

重
要

病
害

虫
被

害
対

策
事

業

事
業

計
画

書

事
業

実
施

期
間

○
年

度

基
金

管
理

団
体

名
：

○
○

協
会

0



第
１

　
事

業
の

目
的

第
２

　
事

業
を

実
施

す
る

地
域

の
区

分

（
注

）
1
適

宜
欄

を
追

加
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

2
「

事
業

実
施

主
体

」
欄

は
、

事
業

実
施

が
見

込
ま

れ
る

事
業

実
施

主
体

を
記

載
す

る
こ

と
。

地
域

名
市

町
村

名
事

業
実

施
主

体

1



第
３

　
取

組
内

容
及

び
事

業
費

等
（

単
位

：
千

円
）

（
注

）
1
適

宜
欄

を
追

加
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

2
実

施
要

領
第

１
の

１
の

（
３

）
の

取
組

内
容

の
中

か
ら

記
載

す
る

こ
と

。

3
実

施
要

領
第

１
の

（
３

）
の

「
そ

の
他

基
金

管
理

団
体

の
所

在
す

る
県

が
、

重
要

病
害

虫
の

防
除

対
策

と
し

て
特

に
必

要
と

認
め

る
経

費
」

を
選

択
す

る
場

合
は

、
具

体
的

取
組

を
記

入
す

る
こ

と
。

4
事

務
に

要
す

る
経

費
（

基
金

管
理

団
体

）
に

は
、

要
綱

第
５

の
６

の
業

務
方

法
書

の
使

途
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

5
備

考
欄

に
は

想
定

し
て

い
る

被
害

規
模

等
を

記
載

す
る

こ
と

。

次
期

作
へ

の
対

応

対
象

地
域

で
被

害
が

発
生

し
た

ほ
場

を
有

す
る

経
営

体
を

対
象

と
し

た
取

組

不
足

す
る

種
い

も
の

他
地

域
か

ら
の

輸
送

罹
病

判
定

の
た

め
の

検
査

費
用

苗
及

び
苗

床
の

殺
菌

事
業

項
目

当
期

作
へ

の
対

応

発
生

予
察

特
殊

報
等

で
指

定
す

る
薬

剤
の

購
入

及
び

散
布

事
業

費
積

算
根

拠
（

単
価

×
数

量
等

）
備

考
う

ち
国

費

次
期

作
へ

の
対

応

健
全

な
種

い
も

の
購

入

他
作

物
へ

の
転

換

ウ
イ

ル
ス

フ
リ

ー
苗

の
利

用

合
　

　
計

事
務

に
要

す
る

経
費

（
基

金
管

理
団

体
）

被
害

が
著

し
い

ほ
場

を
対

象
と

し
た

取
組

小
　

　
計

土
壌

消
毒

マ
ル

チ

堆
肥

施
用

2



第
４

　
経

費
の

配
分

及
び

負
担

区
分

第
５

　
収

支
予

算
（

又
は

精
算

）

（
１

）
収

入
の

部

基
金

　
国

庫
助

成
金

　
国

庫
助

成
金

以
外

そ
の

他

（
２

）
支

出
の

部

円
円

円
円

基
金

（
Ａ

）
事

業
実

施
主

体
（

Ｂ
）

そ
の

他
（

Ｃ
）

か
ん

し
ょ

重
要

病
害

虫
被

害
対

策
事

業

事
　

業
　

名
総

　
事

　
業

　
費

（
Ａ

＋
Ｂ

＋
Ｃ

）
負

担
区

分
備

考

（
注

）
１

　
「

備
考

」
の

欄
に

は
、

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

○
円

う
ち

国
費

○
○

○
円

」
を

、
同

税
額

が
な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し

」
と

、
　

　
　

　
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
記

入
す

る
こ

と
。

円
円

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

（
注

）
２

　
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
補

助
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

金
額

を
（

C
）

に
記

載
し

、
具

体
的

な
内

容
を

「
備

考
」

の
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

合
　

　
　

計

合
　

　
　

計

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

合
　

　
　

計

円
円

3



別
記

様
式

第
１

号
別

添
３

－
２

 
（

別
記

３
の

第
２

の
事

業
を

実
施

す
る

場
合

）

さ
と

う
き

び
増

産
基

金
事

業
の

う
ち

か
ん

し
ょ

重
要

病
害

虫
被

害
対

策
事

業

事
業

計
画

書

事
業

実
施

期
間

○
年

度

基
金

管
理

団
体

名
：

○
○

協
会

0



第
１

　
事

業
の

目
的

第
２

　
事

業
を

実
施

す
る

地
域

の
区

分

（
注

）
1
適

宜
欄

を
追

加
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

2
「

事
業

実
施

主
体

」
欄

は
、

事
業

実
施

が
見

込
ま

れ
る

事
業

実
施

主
体

を
記

載
す

る
こ

と
。

地
域

名
市

町
村

名
事

業
実

施
主

体

1



第
３

　
取

組
内

容
及

び
事

業
費

等
（

単
位

：
千

円
）

（
注

）
1
適

宜
欄

を
追

加
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

2
実

施
要

領
第

２
の

１
の

（
３

）
の

取
組

内
容

の
中

か
ら

記
載

す
る

こ
と

。

3
事

務
に

要
す

る
経

費
（

基
金

管
理

団
体

）
に

は
、

要
綱

第
５

の
６

の
業

務
方

法
書

の
使

途
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

4
備

考
欄

に
は

想
定

し
て

い
る

被
害

規
模

等
を

記
載

す
る

こ
と

。

事
務

に
要

す
る

経
費

（
基

金
管

理
団

体
）

土
壌

消
毒

土
壌

消
毒

に
使

用
す

る
被

覆
資

材予
防

・
治

療
薬

剤
の

購
入

及
び

散
布

合
　

　
計

（
削

る
）

小
　

　
計

被
害

が
著

し
い

ほ
場

を
対

象
と

し
た

取
組

次
期

作
へ

の
対

応

継
続

栽
培

の
取

組

他
作

物
へ

の
転

換

堆
肥

の
散

布

早
期

栽
培

の
推

進

残
渣

処
理

対
象

地
域

で
被

害
が

発
生

し
た

ほ
場

を
有

す
る

経
営

体
を

対
象

と
し

た
取

組

次
期

作
へ

の
対

応

ウ
イ

ル
ス

フ
リ

ー
苗

及
び

健
全

な
種

い
も

の
利

用

罹
病

判
定

の
た

め
の

検
査

費
用

苗
及

び
苗

床
の

殺
菌

事
業

項
目

事
業

費
積

算
根

拠
（

単
価

×
数

量
等

）
備

考
う

ち
国

費

2



第
４

　
経

費
の

配
分

及
び

負
担

区
分

第
５

　
収

支
予

算
（

又
は

精
算

）

（
１

）
収

入
の

部

基
金

　
国

庫
助

成
金

　
国

庫
助

成
金

以
外

そ
の

他

（
２

）
支

出
の

部

合
　

　
　

計

合
　

　
　

計

か
ん

し
ょ

重
要

病
害

虫
被

害
対

策
事

業

事
　

業
　

名
総

　
事

　
業

　
費

（
Ａ

＋
Ｂ

＋
Ｃ

）

円

負
担

区
分

区
分

円
円

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

円

（
注

）
１

　
「

備
考

」
の

欄
に

は
、

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
相

当
額

に
つ

い
て

、
こ

れ
を

減
額

し
た

場
合

に
は

「
除

税
額

○
○

○
円

う
ち

国
費

○
○

○
円

」
を

、
同

税
額

が
な

い
場

合
に

は
「

該
当

な
し

」
と

、
　

　
　

　
同

税
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
に

は
「

含
税

額
」

と
記

入
す

る
こ

と
。

（
注

）
２

　
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
補

助
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

そ
の

金
額

を
（

C
）

に
記

載
し

、
具

体
的

な
内

容
を

「
備

考
」

の
欄

に
記

入
す

る
こ

と
。

区
分

本
年

度
予

算
前

年
度

予
算

備
考

合
　

　
　

計

円
円

円
円

備
考

基
金

（
Ａ

）
事

業
実

施
主

体
（

Ｂ
）

そ
の

他
（

Ｃ
）

3



別記様式第２号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   基金管理団体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                             地方農政局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

務局長 

 

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業    

国内産糖自然災害影響緩和対策事業   の事業計画の承認について 

かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

○年○月○日付け○○号で申請のあった件について審査の結果、承認されたのでここ

に通知する。 

 



別記様式第３号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   基金管理団体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                            事業実施主体名 

                                            代 表 者 氏 名      

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業    

国内産糖自然災害影響緩和対策事業     の事業実施計画の（変更）承認 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業   申請について 

 

 

さとうきび増産基金事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水

産事務次官依命通知）第６の４の（１）（又は（３））の規定により別添※のとおり承

認申請する。 

 

 

 

 ※ さとうきび自然災害被害対策事業は別添１、国内産糖自然災害影響緩和対策事業

は別添２、かんしょ重要病害虫被害対策事業は別添３をそれぞれ添付すること。 

 



別記様式第４号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   地方農政局長 殿 

 沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務 

 局長 

                                            基金管理団体名 

                                            代 表 者 氏 名      

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業    

国内産糖自然災害影響緩和対策事業    の事業実施計画の協議について 

かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

さとうきび増産基金事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水

産事務次官依命通知）第６の４の（１）の規定により事業実施計画の承認申請があった

ので、同第６の４の（２）により協議する。 

 

 

 

 ※ 基金管理団体は、事業実施主体から提出を受けた事業実施計画の写しを添付する

こと。 

 



別記様式第５号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   基金管理団体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                             地方農政局長 

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事

務局長 

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業   の事業実施計画の協議への回答 

国内産糖自然災害影響緩和対策事業    について 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

○年○月○日付け○○号で協議のあった件について、下記のとおり回答する。 

 

                                       記 

 

事業実施主体 

 

 

市町村 

 

 

事業内容、事業量等

に関する意見 

採択要件及び 

成果目標の水準に 

関する意見 

○○生産組合 

 

○○県○○市 

 

（例）妥当であると

認められる 

（例）高い水準であ

ると認められる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第６号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   事業実施主体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                            基金管理団体名 

                                            代 表 者 氏 名      

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業    

国内産糖自然災害影響緩和対策事業    の事業実施計画の承認について 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

○年○月○日付け○○号で申請のあった件について審査の結果、承認されたのでここ

に通知する。 

 



別記様式第７号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   基金管理団体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                            事業実施主体名 

                                            代 表 者 氏 名     

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業   の事業実施状況報告 

国内産糖自然災害影響緩和対策事業    （○年度） 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

さとうきび増産基金事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水

産事務次官依命通知）第７の１の規定により別添※のとおり報告する。 

 

 

 

 ※ さとうきび自然災害被害対策事業は別添１、国内産糖自然災害影響緩和対策事業

は別添２、かんしょ重要病害虫被害対策事業は別添３をそれぞれ添付すること。 

 



別記様式第８号 

 

                                 番      号 

                                                                 年 月 日 

 

 

   基金管理団体名 

      代 表 者 氏 名  殿 

 

 

                                            事業実施主体名 

                                            代 表 者 氏 名      

 

 

さとうきび自然災害被害対策事業    

国内産糖自然災害影響緩和対策事業    の評価報告 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業 

 

 

 さとうきび増産基金事業実施要綱（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2826 号農林水

産事務次官依命通知）第８の規定により別添のとおり報告する。 

 

 

 

 ※１ 関係書類として、別添の事業評価シートを添付すること。 

  ２ 必要に応じて事業実施状況報告書を添付すること。 

 



別記様式第９号 
 
                                番      号 
                                                                 年 月 日 
 
 
   基金管理団体名 
      代 表 者 氏 名  殿 
 
 
                                            事業実施主体名 
                                            代 表 者 氏 名      
                                              
 

さとうきび自然災害被害対策事業    
国内産糖自然災害影響緩和対策事業    における改善計画について 

     かんしょ重要病害虫被害対策事業 
 
 
 ○○事業において、当初事業実施計画の目標の達成が図られるよう、下記の改善計画
を実施することとするので、報告します。 
 

記 
 
１ 事業の導入及び取組の経過 
 
 
２ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点 
 
 
３ 事業の実績及び改善計画 
    （改善計画は、原則１か年の計画とし、要領に定める事業実施状況報告書の写しを

添付すること。） 
 

 
 

 
区分 

 

 

 

 
 

 
指標 

 

 

 

 
事業実施後の状況（実績） 

 
改善計画 

 
基準年 

（計画策定時） 
( 年) 

 

 
目標年 

 
( 年) 

 

 
目標値 

 
( 年) 

 

 
達成率 

 

 

 

 
改善計画 
策定年度 

 
( 年) 

 
達成率 

 

 

 

 
成果目標 

 

 

 

 
○○○の増加 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）１：改善計画に２年以上取り組む場合は、欄を適宜追加すること。 

２：「改善計画策定年度」の欄には、目標値と同じ数字を記載すること。 
 
４ 改善方策 
    （問題点の解決のために必要な方策を、事業内容の見直しを含め具体的に記述する

こと。） 
 
５ 改善計画を実施するための推進体制 



別記様式第 10 号 

 

番   号  

年 月 日  

 

 

 農林水産省九州農政局長 殿 

 （基金管理団体経由） 

 

 

                        事業実施主体名 

                        代 表 者 氏 名      

 

 

収入保険に関する説明についての確認書の提出について 

 

 

 さとうきび増産基金事業実施要領（平成 25 年２月 26 日付け 24 生産第 2827 号農林水

産省生産局長通知）別記３の第３の３に基づき、収入保険に関する説明を受けた農業者

から提出された確認書を提出します。 

 

記 

 

 

１．事業対象者数     名 

 

２．本確認書提出必要者数     名 

 

３．１のうち令和６年において収入保険加入者見込み数      名 

 

４．１のうち令和６年において収入保険未加入者見込み数     名 

 

５．収入保険に関する説明についての確認書（別添）添付数    部 

 



別記様式第 10 号別添 

 

収入保険に関する説明についての確認書 

 

収入保険に未加入の方は、継続栽培への支援を受けようとする場合、 

提出義務があります。 

 

 

１ 氏名： 

 

 

２ 年齢：    歳 

 

 

３ 所在市町村名： 

 

 

４ 令和５年産かんしょ作付面積及び用途 

 

・     用     ヘクタール 

 

・     用     ヘクタール 

 

・     用     ヘクタール 

 

 

５ 収入保険に関する説明について 

 

（１） 説明を受けた日：令和   年   月   日 

 

（２） 説明者所属機関名： 

  

（３） 同行機関名： 

 

 

６ 青色申告について（どちらかに○） 

 

・ 青色申告を行っている（   年継続） 

 

 

・ 青色申告を行っていない 

 



７ 収入保険への加入について 

  今回の収入保険の説明をお聞きになった結果として、加入する、加入するつもりは

ないのどちらかを選択の上、以下にその理由をお答えください。 

  なお、どちらを選択しても補助金の交付に当たって不利益を受けることはありませ

んが、本確認書の提出は、補助金の交付を受ける条件となっていることから、ご回答

が不十分である場合、補助金の交付に支障を来すため丁寧なご回答をお願いします。 

 

・ 加入する（令和   年から）   ・ 加入するつもりはない 

 

（１） 加入する 

（かんしょ作経営における今後の経営指導に役立てるため、加入動機を具体的に

お聞かせください。） 

（必ず記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 加入するつもりはない 

（かんしょ作経営における今後の経営指導に役立てるため、なぜご加入されない

のか、その理由を具体的にお聞かせください。） 

（必ず記入してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第11号-1

事業実施主体名 年 ⽉ ⽇
組織名又は法人名

　代表者氏名
氏名（法人の場合は代表者名）

さとうきび増産基⾦事業実施要領（平成25年２⽉26⽇付24⽣産第2827号農林⽔産省⽣産局⻑通知）第７の４の規定に基づき以下のとおり、環境負荷低減の取組を実施しますので、報告します。

□

⑧ □
⑨ □

⑩ □
⑪ □

農機、ハウス等の電気・燃料の使⽤状況の記録・保全に努める
省エネを意識し、不必要・⾮効率なエネルギー消費をしないように努める

下記の農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための取組のうち、取り組む内容について、□欄に✔を記⼊してください。
該当しない場合は、□欄には／（斜線）を記⼊してください。

□①

(４)悪臭及び害虫の発生防止
⑫ □

(1)適正な施肥

環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（農業経営体向け）

⑥ □
⑦ □ 多様な防除方法（防除資材、使⽤方法）を活⽤した防除を検討

⑤ □

農薬の適正な使⽤保管
肥料の使⽤状況等の記録・保存に努める

□ 作物特性やデータに基づく施肥設計を検討
有機物の適正な施⽤による土づくりを検討

②
③
④

□

農薬の適正な使⽤・保管
農薬の使⽤状況等の記録・保存

病害虫・雑草が発⽣しにくい⽣産条件の整備を検討
病害虫・雑草の発⽣状況を把握した上で防除の要否及びタイミングの判断に努

(２)適正な防除
(６)生物多様性への悪影響の防止

悪臭・害虫の発⽣防止・低減に努める

(５)廃棄物の発生抑制、
　　　適正な循環的な利⽤及び適正な処分

⑬ □ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理

⑮ □ 多様な防除方法（防除資材、使⽤方法）を活⽤した防除を検討（再掲）

⑭ □ 病害虫・雑草の発⽣状況を把握した上で防除の要否及びタイミングの判断
に努める（再掲）

⑲ □ 正しい知識に基づく作業安全に努める

(３)エネルギーの節減
⑰ □ 関係法令の遵守
⑱ □ 農業機械等の装置・⾞両の適切な整備と管理の実施に努める

(７)環境関係法令の遵守等
⑯ □ みどりの⾷料システム戦略の理解



別記様式第11号-２

事業実施主体名 年 ⽉ ⽇
組織名又は法人名

　代表者氏名
氏名（法人の場合は代表者名）

さとうきび増産基⾦事業実施要領（平成25年２⽉26⽇付24⽣産第2827号農林⽔産省⽣産局⻑通知）第７の４の規定に基づき以下のとおり、環境負荷低減の取組を実施しますので、報告します。

正しい知識に基づく作業安全に努める

環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート（食品事業者向け）

⑦ □ ⾷品ロスの削減に努める

下記の農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための取組のうち、取り組む内容について、□欄に✔を記⼊してください。
該当しない場合は、□欄には／（斜線）を記⼊してください。

(1)適正な施肥 (５)廃棄物の発生抑制、
　　　適正な循環的な利⽤及び適正な処分

① □ 環境負荷低減に配慮した原料等の調達を検討

③ □ ⼯場・倉庫・⾞両等の電気・燃料の使⽤状況の記録・保存に努める

環境負荷低減に配慮した原料等の調達を検討（再掲）

(２)適正な防除
② □

(３)エネルギーの節減

⑤ □ 環境負荷低減に配慮した商品、原料等の調達を検討
④ □ 省エネを意識し、不必要・⾮効率なエネルギー消費をしないことに検討

⑫ □

□
⑮ □ 農業機械等の装置・⾞両の適切な整備と管理の実施に努める⑥ □ 悪臭・害虫の発⽣防止・低減に努める

(４)悪臭及び害虫の発生防止

⑯

⑧ □ プラ等廃棄物の削減に努め、適正に処理
⑨ □ 資源の再利⽤を検討

(６)生物多様性への悪影響の防止
⑩ □ ⽣物多様性に配慮した事業実施に努める
⑪ □ 排⽔処理に係る⽔質汚濁防止法の遵守

(７)環境関係法令の遵守等
みどりの⾷料システム戦略の理解

⑬ □ 関係法令の遵守
⑭ □ 環境配慮の取組方針の策定や研修の実施に努める


